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新型コロナワクチン接種費用振込のスケジュールについて 

 

 平素より新型コロナウイルスの感染防止対策にご協力いただき厚く御礼申し上げます。 

また、ワクチン接種につきましても、市民の皆様の身近で安心な接種体制の整備に多大なご協

力をいただき、改めて厚く御礼申し上げます。 

さて、新型コロナワクチン接種費用のお支払いにつきましては、予診票の提出期限を明示して

いなかったことから、支払い内訳についてお問い合わせ等が多い状況となり、ご迷惑をおかけし

ておりました。 

つきましては、7月接種分以降のお支払いのスケジュールにつきまして、次のとおり取り扱わ

せていただきますことをお知らせいたします。 

 なお、7月末振込分以降については、振込金額及び内訳を記載したお支払い通知書を発送する

ことを予定しておりますことを申し添えます。 

 

 

○お支払いのスケジュール 

  毎月３日までに届いた前月接種分までの予診票 

⇒ 同月末に接種費を振込 
※ ３日が土・日・祝日にあたる場合には、その翌日までに届いたものとします。 

※ ３日を過ぎた場合には、支払は翌月へ遅れることになります。 

※ 本市では、国からのワクチン供給量を確保するために、接種実績をよりリアルタイムに VRS

入力に反映させております。 

接種後速やかに予診票をご提出いただきますようお願いいたします。 

 

 

○その他のお願い 
（１）予診票送付状のご使用 

6月 16日付通知でお知らせしましたが、費用支払いの適正化のために、予診票のご提

出時には、予診票送付状をご使用いただきますようお願いします。 

※ 「予診票送付状」は、熊本市ホームページに掲載します。 

熊本市ホームページ ⇒ ワクチン接種に関するお知らせ ⇒ 医療関係の方へ ⇒ 

 接種費用の請求について 

 



 

（２）予診票の記載内容等の確認 

    以下のような場合、審査に時間を要し、お支払いの遅れや振込額の間違いにつながりま

すので、ご注意ください。 

 

  ・接種シールの貼り間違い 

    シールは 4種類（ワクチン接種 1回目・ワクチン接種 2回目・予診のみ 1回目・予診

のみ 2回目）あります。それぞれ使い方が異なり、支払額に影響しますのでご注意くだ

さい。 

   例）予診のみと接種の貼り間違い 

１回目と２回目の貼り間違い 

夫婦間の貼り間違い 等 

 

  ・予診票に記載してある住所・氏名・生年月日の確認 

    予診票に記載されている住所が住民基本台帳の住所と異なり、審査に時間がかかる事例

が増えています。身分証明書による確認のほか、接種券の右下部分には、住民基本台帳

に登録されている住所・氏名・生年月日が記載されていますので、予診票に記載されて

いる情報が正しいか、必ずご確認していただくようご協力お願いいたします。 

※ 接種日に、すでに市外へ転出されている場合には、市外の接種券が必要となります。 

 

 

【本通知に係るお問合せ先】＜医療機関専用ダイヤル＞ 
 

中央区 080-3279-5794 080-7045-4013 
東区  080-3279-5822 080-7045-4027 
西区   080-3279-6054 
南区  080-3277-8298 
北区  080-3277-8987 

 


